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枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長   塚 本 勝 俊  様 

 

枚方市長    伏 見   隆 印  

 

諮問第６４４号 

 

寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関する 

オンライン申請に係る電子計算機の電気通信回線による接続について（諮問） 

 

寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関する業務において、

下記のとおり電子計算機の電気通信回線による接続をしたいので、枚方市個人情報保護条例

第１３条ただし書の規定により諮問します。 

 

記 

 

１ 目 的 

 本市では、ふるさと納税制度を活用した寄附金を募るため、返礼品の品目のホームぺ

ージへの掲載及び寄附金の収受に関する事務を株式会社さとふるに委託しており、同社

が運営するポータルサイトに係る電子計算機の接続については、平成２８年（２０１６

年）５月２３日付け諮問第５１８号により貴審議会に諮問し、異論はない旨の答申を得

ています。 

今般、同社が、寄附者が確定申告をしなくても当該寄附金に係る税額控除が受けられ

る制度（以下「ふるさと納税ワンストップ特例」といいます。）の利用をオンラインで

申請することができるサービス（以下「本サービス」といいます。）を開始し、本市に

おいても導入を予定してます。本サービスは、寄附者がマイナンバーカード及びその暗

証番号を使用して、ふるさと納税ワンストップ特例の利用申請を行うことが可能となる

とともに、当該申請の実施の有無を随時確認できるものです。 

本諮問は、実施機関の使用する電子計算機と実施機関以外の者が使用する電子計算機

を電気通信回線により接続することにより、実施機関以外の者が実施機関の使用する電

子計算機に記録された保有個人情報を随時に取得し得ることとなることに対応するもの

です。 

 

２ 電子計算機の接続により実施機関以外の者が随時に取得し得る保有個人情報の項目 

  ふるさと納税ワンストップ特例の利用申請の実施の有無 

 

３ 電子計算機の接続により実施機関の使用する電子計算機に記録された保有個人情報を

随時に取得し得る者 

 寄附者（自己の情報に限る。） 

 

４ 個人情報の保護体制 

  情報システムに係る個人情報保護基準のとおり 



本市への
寄附者

株式会社さとふる
（委託）

枚方市

寄附金税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例）オンライン申請の流れ

※２ 寄附者は申請後、株式会社さとふるが提供するアプリから申請ステータス（申請完了・未申請）を
確認することができる。（諮問の対象）

※２

※１ 申請情報ファイルを取得（ＣＳＶ出力・内容は紙の申請書（添付資料２）と同様）

申請実施の有無

※１

寄附情報

マイナンバーカード情報、
暗証番号を入力

諮問第644号 参考資料１

諮問対象

野村総研
（再委託）

オンライン
申請管理
システム

（CSV生成）

e-NINSHO
サービス

（本人照合）

ワンストップ特例申請



諮問第６４４号　参考資料２
令和　　N　　　年寄附分 寄附金税額控除に係る申告特例申請書

　　　　　　　　　 　　　殿

　「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

　あなたが支出した地方団体に対する寄附金について、地方税法附則第７条第１項 （第８項） の規定による寄附金税
額控除に係る申告の特例  （以下 「申告の特例」 という。 ）  の適用を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記
載してください。

（注１）      上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月10日までに、申告特例申請事項変更届出書

            を提出してください。

（注２）      申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項  （第13項） 各号のいずれかに該当

            する場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金（同項第４号に該当する場合にあっては、同号に係るものに

            限る。 ） について申告の特例の適用は受けられなくなります。 その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、

            当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。

１．　当団体に対する寄附に関する事項

２．　申告の特例の適用に関する事項
        申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②に該当
     する場合、それぞれ下の欄の□にチェックをしてください。

（注） 　地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者とは、⑴及び⑵に該当すると見込まれる者をいいます。

  ⑴ 　地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第１項の規定による申告書を提出する

   　義務がない者又は同法第121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受ける者

  ⑵　 地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府県民税について、当該寄附

   　金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出（当該申告書の提出がされ

   　たものとみなされる確定申告書の提出を含む。）を要しない者

（注）   地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告特例対象年の １月１日から12月

     31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の長の数が５以下であると見込まれる者をいいます。
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令和　　N  　　年　　8 　 　月　　1　  　日
整理番号

枚方市長 殿

住　所

フリガナ ヒラカタ　　タロウ

氏　名

個人番号 1 2 3 4

(

附
則
第
二
条
の
四
関
係

)

7 8 9 0 1 2

□女

電話番号
(ハイフンな

し)
生年月日1 2 2 1

005

日10月

大阪府枚方市大垣内町２丁目

0 7 2 8 4 1

　　１番２０－２０１号

　　② 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である □

寄附年月日 寄附金額

円

　　① 地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である □

00

✓

記入例

✓

✓

確定申告の提出不要者であり、住民税申告も提出不要者である場

ワンストップ特例申請の寄附先が、年間で５団体以下

であると見込まれる場合のみ、チェック


